
　平成26年4月1日から消費税及び地方消費税が5％から8％へ引き上げられ、令和元年10月1日から8％から10％へ引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を

明確化し、社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

　当町の令和８年度予算における社会保障施策関連経費への充当状況は以下のとおりです。

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 112,857 千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 1,668,672 千円

【歳出内訳】 （単位：千円）

国道支出金 地方債 その他
引き上げ分の地方消費
税交付金（社会保障財源化
分の市町村交付金）

その他

256 659 4,017

37,892 7,030 42,883

1,604 1 675 4,119

3,602 1 3,442 20,995

6,690 2,150 988 6,027

37,008 906 25,099 153,106

12,138 3,346 20,411

10,650 5,445 22,450 136,949

252,448 451 12,593 76,822

1,461 1,047 6,389

131 800

19,850 7,839 47,816

241,637 15,400 17,948 109,487

94,265 1,497 9,130

8,565 208 3,535 21,565

677,780 15,400 59,448 108,279 660,516

617 35,000 66,270 1,029 6,275

794 12,055 3,328 20,298

223 1,360

1,411 35,000 78,325 4,580 27,933

679,191 50,400 137,773 112,859 688,449

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

消費税引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

事　　　　　業　　　　　名 令和８年度当初予算額

財　　　源　　　内　　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

社会福祉

社 会 福 祉 施 設 経 費 4,932

ぬ く も り セ ン タ ー 施 設 経 費 87,805

ひ と り 親 家 庭 等 医 療 経 費 6,399

子 ど も 医 療 経 費 28,040

重度心身しょうがい者医療経費 15,855

高 齢 者 福 祉 経 費 216,119

高 齢 者 福 祉 施 設 経 費 35,895

介 護 支 援 経 費 175,494

104,892

し ょ う が い 者 福 祉 経 費 342,314

児 童 福 祉 総 務 経 費 8,897

保 育 所 運 営 経 費 931

地 域 保 健 経 費 109,191

予 防 経 費 36,475

保 健 セ ン タ ー 管 理 経 費

子 育 て 支 援 経 費 75,505

認 定 子 ど も 園 運 営 経 費 384,472

児 童 手 当 経 費

1,583

小　　　　　　　　計 147,249

合　　　　　　　　　計 1,668,672

母 子 保 健 経 費 33,873

小　　　　　　　　計 1,521,423

保健衛生


